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◆ 建築物・工作物の行為の景観形成基準 

 

【１．自然・田園部（耳納連山山辺地域、東部田園地域、西部田園地域）】 

 

 

○ 建築物・工作物の行為の景観形成基準は、地域区分毎に定めています 

○ 行為地の地域区分は「手続き編 P.３～５」にてご確認ください 

○ 届出対象となる建築物、工作物は「手続き編 P.６」をご確認ください 

 自然・田園部 

地域区分 □ 耳納連山山辺地域 □ 東部田園地域 □ 西部田園地域 

建
築
物
・
工
作
物
の
行
為
の
景
観
形
成
基
準 

位置 

(配置) 

□道路等の公共空間を確保できるように建築物・工作物等の位置に配慮すること。 

□景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の際に設定される視点場からの眺望を阻害しないよう努めること。  

― 
□筑後川に面する建築物等は、筑後川の眺望を確保できるよう

に筑後川の河川区域から後退するよう配慮すること。 

□筑後川堤防道路から耳納連山の連続する眺望を阻害しない建築物・工作物等の

位置に努めること。 
― 

高さ □低層のまちなみから突出した高さとならないよう配慮すること。 

□筑後川堤防から筑後川と耳納連山が一体となった眺望を阻害しない高さに努め

ること。 

□JR 久大本線から耳納連山の眺望を阻害しない高さに努めること。 

― 

□耳納連山の標高１００ｍ以上の範囲について

は、風力発電施設の高さは１５ｍ以下とする。 

※景観審議会等の意見を聞き市長が景観形成上

支障がないと認める場合においては、この限

りでない。 

― ― 

形態 

・ 

意匠 

□周辺のまちなみとの調和に配慮し、奇抜なデザインとならないよう努めること。 

□屋根や屋上の建築設備、屋外広告物は、建築物本体と一体的なデザインとするなどにより、統一感のあるスカイ

ラインの創出に配慮すること。 

□長大な壁面となる場合は、圧迫感の軽減を図るとともに、適度な分節化を行うなどにより単調な壁面とならない

よう配慮すること。 

色彩 □周辺のまちなみや自然との調和に配慮し、外壁の色彩は、低彩度の色彩を基調とし、色彩を組み合わせる場合に

は、統一感のある配色になるよう努めること。 

□明度は、周辺のまちなみや自然との調和に配慮すること。 

□マンセル値により R 系（赤系）、YR 系（黄赤系）、Y 系（黄系）は彩度４を、GY 系（黄緑系）、G 系（緑系）、BG

系（青緑系）、B 系（青系）、PB 系（青紫系）、P 系（紫系）、RP 系（赤紫系）は彩度２を超える色彩を使用しな

いこと。 

※外壁各面の２０％程度は、この限りでない。ただし、周辺との調和に配慮すること。 

※周辺との調和に配慮した、自然素材や伝統的工法の素材の色については、この限りでない。  

※景観審議会等の意見を聞き市長が景観形成上支障がないと認める場合においては、この限りではない。  

□耳納連山の標高１００ｍ以上の範囲について

は、風力発電施設の色彩は周囲の景観と調和

したものとする。 

― ― 

屋外 

設備等 

□屋外階段やバルコニー等は、建物本体との調和に配慮すること。 

□受水槽や室外機、配管設備等は、道路や筑後川等の公共空間から見えない位置に設置するよう配慮すること。や

むを得ず露出する場合は、建築物全体との調和に配慮すること。 

緑化 

・外構 

□敷地周囲は、生垣等の緑化に配慮すること。 

□筑後川や耳納連山、田園などの眺望に配慮して緑化による修景に配慮すること。 

夜間

照明 

□ライトアップ等を行う場合は、周囲の自然田園環境に配慮すること。 

 

解説 P.5 

解説 P.6 

解説 P.7 

解説 P.8 

解説 P.10 

解説 P.10～13 

解説 P.10～13 

解説 P.14 

解説 P.15 

解説 P.15 

解説 P.15～16 

解説 P.20 

解説 P.20 

解説 P.20 

解説 P.32 

解説 P.34 

解説 P.34 

解説 P.35 

解説 P.35 

解説 P.39 
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【２．市街地部（中心市街地地域、周辺市街地地域）】 

 

 

 

 

 

 市街地部 

地域区分 □ 中心市街地地域 □ 周辺市街地地域 

建
築
物
・
工
作
物
の
行
為
の
景
観
形
成
基
準 

位置 

(配置) 

□道路等の公共空間を確保できるように建築物・工作物等の位置に配慮すること。 

□景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の際に設定される視点場からの眺望を阻害しないよう努めること。  

□壁面後退などによりオープンスペースを確保し、魅力ある歩

行空間の創出に配慮すること。 

 また、高層部は、隣接する建築物との壁面の位置を合わせる

よう配慮すること。 

□筑後川に面する建築物等は、筑後川の眺望を確

保できるように筑後川の河川区域から後退す

るよう配慮すること。 

高さ 
― 

□田主丸地域については、JR 久大本線から耳納

連山の眺望を阻害しない高さに努めること。 

形態 

・ 

意匠 

□周辺のまちなみとの調和に配慮し、奇抜なデザインとならないよう努めること。 

□屋根や屋上の建築設備、屋外広告物は、建築物本体と一体的なデザインとするなどにより、統一感のあるスカイ

ラインの創出に配慮すること。 

□長大な壁面となる場合は、圧迫感の軽減を図るとともに、適度な分節化を行うなどにより単調な壁面とならない

よう配慮すること。 

□建築物等のファサード（建築物の正面の外観）は、周辺との

調和を図るなど連続性のある景観の創出に配慮すること。 

□商業系施設の低層部は、ショーウィンドーやカフェテラス、

ギャラリー等により賑わいを演出し、歩行者に楽しさや快適

さを与えるよう配慮すること。 

□商業系施設のシャッターは、透過性のあるものとし、閉店後

のまちなみにも配慮すること。 

□敷地内のオープンスペースが魅力的に利用されるよう、低層

部と外構のデザインに配慮すること。 

― 

色彩 □周辺のまちなみや自然との調和に配慮し、外壁の色彩は、低彩度の色彩を基調とし、色彩を組み合わせる場合に

は、統一感のある配色になるよう努めること。 

□明度は、周辺のまちなみや自然との調和に配慮すること。 

□マンセル値により R 系（赤系）は彩度６を、YＲ系（黄赤系）、Y 系（黄系）は彩度４を、GY 系（黄緑系）、G 系

（緑系）、BG 系（青緑系）、B 系（青系）、PB 系（青紫系）、P 系（紫系）、RP 系（赤紫系）は彩度２を超える色

彩を使用しないこと。 

※外壁各面の２０％程度は、この限りでない。ただし、中心市街地地域及び中心市街地地域に隣接する都市計画の

商業地域においては、外壁各面の４０％程度は、この限りでない。ただし、周辺との調和に配慮すること。 

※周辺との調和に配慮した、自然素材や伝統的工法の素材の色については、この限りでない。  

※景観審議会等の意見を聞き市長が景観形成上支障がないと認める場合においては、この限りではない。  

□低層部はアクセント色の工夫により賑わいの創出に配慮する

こと。 
― 

屋外 

設備等 

□屋外階段やバルコニー等は、建物本体との調和に配慮すること。 

□受水槽や室外機、配管設備等は、道路や筑後川等の公共空間から見えない位置に設置するよう配慮すること。や

むを得ず露出する場合は、建築物全体との調和に配慮すること。 

緑化 

・外構 

□敷地周囲は、生垣等の緑化に配慮すること。 

□オープンスペースでの緑化に配慮すること。 

□駐車場を設置する場合は、周囲の緑化に配慮すること。 

□塀や柵は、できる限り開放性のあるものとし、閉鎖的になら

ないよう配慮すること。 

□工場等は、道路等の公共空間からの眺望に配慮

し、緑化による修景に配慮すること。 

夜間

照明 

□歩行空間を演出する照明施設やショーウィンドー等により、

魅力ある夜間景観の創出に配慮すること。 

□夜間広告は、間接照明等を用いて品格ある夜間の演出に配慮

すること。 

□ライトアップ等を行う場合は、周囲の居住環境

に配慮すること。 

 

解説 P.9 

解説 P.5 

解説 P.6 

解説 P.7 

解説 P.10 

～13 解説 P.15 

解説 P.15 

解説 P.15～16 

解説 P.17 

解説 P.17～18 

解説 P.17～19 

解説 P.17～19 

解説 P.20 

解説 P.20 

解説 P.20 

解説 P.33 

解説 P.34 

解説 P.34 

解説 P.35 

解説 P.36 

解説 P.36 

解説 P.36 

解説 P.38 

解説 P.40 解説 P.41 

解説 P.40 



１．景観形成基準 （１）建築物・工作物の行為  

久留米市景観計画届出の手引き（基準編） 

3 

【３．重点地区（京町周辺景観重点地区）】 

 

 

 

 景観重点地区 

地域区分 □ 京町周辺景観重点地区 

建
築
物
・
工
作
物
の
行
為
の
景
観
形
成
基
準 

位置 

 

□道路等の公共空間にゆとりを感じさせるように建築物・工作物の位置に配慮すること 

□景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の際に設定される視点場からの眺望を阻害しないよう努めること。  

□筑後川に面する建築物等は、筑後川の眺望を確保できるように筑後川の河川区域から後退するよう配慮すること。 

高さ □中低層のまちなみから突出した印象を与えない高さに努めること 

形態 

・意匠 

□歴史的な建造物等との調和に配慮したデザインとするよう努めること 

□長大な壁面となる場合は、圧迫感の軽減を図るとともに、適度な分節化を行うなどにより単調な壁面とならない

よう配慮すること 

色彩 □歴史的な建造物や自然との調和に配慮し、外観の色彩は、低彩度の色彩を基調とし、色彩を組み合わせる場合に

は統一感のある配色になるよう努めること 

□明度は歴史的な建造物や自然との調和に配慮すること 

□マンセル値によりＲ、ＹＲ、Ｙ系は彩度３を、ＧＹ、Ｇ、ＢＧ、Ｂ、ＰＢ、Ｐ、ＲＰ系は彩度１を超える色彩を

使用しないこと 

※外壁各面の１０％程度はこの限りでない。ただし、周辺との調和に配慮すること 

※周辺との調和に配慮した自然素材や伝統的工法の素材の色についてはこの限りでない 

※景観審議会の意見を聞き、市長が景観形成上支障がないと認める場合においてはこの限りでない 

屋外 

設備等 

□屋外階段やバルコニー等は、建物本体との調和に配慮すること 

□受水槽や室外機、配管設備等は、道路や筑後川等の公共空間から見えないよう配慮すること  

緑化 

・外構 

□塀、垣、柵等を設ける場合は、歴史的な建造物や自然との調和に配慮した生垣、板塀、土塀等の設置に努めるこ

と。ただし、やむを得ず道路等の公共空間に面してブロック塀を設ける場合は、高さや意匠などの修景に工夫す

るよう努めること 

□工場等は、道路等の公共空間からの眺望に配慮し、緑化による修景に配慮すること 

夜間

照明 

□ライトアップ等を行う場合は、周囲の居住環境に配慮すること 

屋外 

広告物 

□広告物を掲出する場合は、奇抜な形状を避け、歴史的な建造物等と調和したデザインや低彩度の色彩となるよう

努めること 

□窓面利用の広告物・広告幕の掲出は避けるよう努めること 

□点滅する光源、サーチライト等の強い光を発するものは避けるよう努めること 

 

解説 P.42 

解説 P.42 

解説 P.42 
解説 P.42 

解説 P.43 

解説 P.43 

解説 P.43 

解説 P.43 

解説 P.43 

解説 P.44 

解説 P.44 

解説 P.44 

解説 P.44 

解説 P.45 

解説 P.45 

解説 P.45 

解説 P.45 
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◆ 開発行為（都市計画法第 4 条第 12 項）の景観形成基準 

 

 

◆ 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採、その他の土地の形質の変更の景観形成基準 

 

 

◆ 夜間において公衆の観覧に供するため、一定期間継続して建築物その他の工 

作物又は物件の外観について行う照明の景観形成基準 

 

□ 長大な法面または擁壁が生じないよう配慮すること。ただし、やむを得ない

場合は、次のような配慮をすること 

＜法面＞ 

□ 出来るだけ周囲と調和する構造及び形態とし、出来る限り緩やかな勾配

で長大とならないよう配慮し、またラウンディングを行うなどして圧迫

感を軽減させるよう配慮すること。また、必要に応じて緑化するなど周

辺の景観と調和するように配慮すること 

＜擁壁＞ 

□ 構造、形態、意匠及び素材等の工夫により圧迫感を軽減するよう配慮し、

必要に応じて緑化するなど周辺の景観と調和するよう配慮すること 

○ 届出対象：開発区域面積 １，０００㎡以上（市街化区域の場合） 

開発区域面積 ３，０００㎡以上（その他の区域の場合） 

□ 敷地周辺の緑化により、周囲からの遮蔽に配慮すること 

□ 長大な法面または、擁壁が生じないよう配慮すること 

□ 行為終了後は、周辺の植生と調和した緑化に配慮すること 

○ 届出対象：区域面積 １，０００㎡以上（市街化区域の場合） 

区域面積 ３，０００㎡以上（市街化区域以外の場合） 

ただし、自然公園法の許可・届出対象を除く 

□ 自然・田園部でライトアップ等を行う場合は、周囲の自然田園環境に配慮す

ること 

□ 周辺市街地地域でライトアップ等を行う場合は、周囲の居住環境に配慮する

こと 

□ 中心市街地地域でライトアップ等を行う場合は、歩行空間を演出する照明施

設等により魅力ある夜間景観の創出に配慮すること 

○ 届出対象：届出対象建築物又は届出対象工作物の外観について照射する照明 

解説 P.46 

解説 P.46 

解説 P.48 

解説 P.48 

解説 P.48 

解説 P.39 

解説 P.41 

解説 P.40 
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【解説】 

 建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合は、出来るだけ道路等の公共空間に接する

部分はその境界等から後退し、公共空間と一体となる｢ゆとりある空間｣を創出します。そ

のような｢ゆとりある空間｣に植栽の設置や道路等と一体となる整備を行うことで道路等の

公共空間にいる人に圧迫感・威圧感を与えない空間を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：全 域（京町周辺景観重点地区を除く）】 

□１ 道路等の公共空間を確保できるように建築物・工作物等の位置に配慮すること。 

道路 民地 

「ゆとりある空間」を確保し、 

道路等と一体となる整備を実施 

「ゆとりある空間」を確保し、 

植栽を設置 
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【解説】 

 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定を行う場合は、その建築物や樹木の眺望がもっ

とも良い場所を視点場として設定します。建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合に

は、その視点場からの眺望を阻害しないように建築物や工作物の位置の配慮や緑化による

修景などを行い良好な眺望の保全を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

なお、令和４年４月１日時点で、景観重要樹木の指定が１件あります。 

下記の眺望保全範囲内で、建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合は、この景観形成

基準が適用されます。 

 

【対象となる地域区分：景観重要建造物・樹木の眺望保全範囲内】 

□２ 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の際に設定される視点場からの眺望を阻

害しないように努めること。 

眺望を阻害しないように緑化によ

る修景で、視点場から見えないよう

にする 

眺望を阻害しないように眺望範囲

に入らない位置に建物や工作物の

配置を行う建築等を行う 
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【解説】 

 筑後川に面する箇所に建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合は、筑後川の連続す

る良好な眺望を確保するために、出来るだけ筑後川の河川区域界から後退し、河川空間と

一体となる｢ゆとりある空間｣を創出します。そのような｢ゆとりある空間｣に植栽の設置な

どを行うことで、筑後川の連続する良好な眺望を保全します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【対象となる地域区分：東部田園地域、西部田園地域、周辺市街地地域】 

□３ 筑後川に面する建築物等は、筑後川の眺望を確保できるように筑後川の河川区域

から後退するように配慮すること。 

出来る限り河川区域境界から後退

し、「ゆとりある空間」を確保 

植栽等を配置し、筑後川の良好な眺

望を確保 

出来る限り河川区域境界から後退

し、「ゆとりある空間」を確保 
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【解説】 

 筑後川沿いに建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合には、筑後川堤防道路からの

良好な眺望を保全できるような建築物や工作物の位置に努め、筑後川と耳納連山の一体と

なった連続する良好な眺望を保全します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：耳納連山山辺地域、東部田園地域】 

□４ 筑後川堤防道路から耳納連山の連続する眺望を阻害しない建築物・工作物等の位

置に努めること。 

上図では、筑後川からの眺望を阻害

する位置に建物が配置されている

ので、 

下図のように、位置に配慮すること

により眺望を確保 

 

× 

〇 
〇 

× 
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【解説】 

 中心市街地地域において、建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合は、特に低層部

や交差点に接する角地などにおいて、出来るだけ道路等の公共空間に接する部分は、その

境界等から後退し、公共空間と一体となる｢ゆとりある空間｣を創出します。 

そのような｢ゆとりある空間｣に道路等の公共空間と一体となる整備を行うことで、道路

等の公共空間にいる人に圧迫感・威圧感を与えない空間を創出し、更にカフェテラスやベ

ンチ、植栽等の設置を行い賑わいを演出する空間を創出します。 

また、高層部においては、出来る限り隣接する建築物との壁面の位置を合わせ、通りの

連続性を確保し、統一感のあるまちなみを創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：中心市街地地域】 

□５ 壁面後退などによりオープンスペースを確保し、魅力ある歩行空間の創出に配慮

すること。また、高層部は、隣接する建築物との壁面を位置を合わせるよう配慮

すること。 

低層部の壁面後退を行

い、道路と一体的な整備

を行い、「ゆとりある空

間」を創出 

 

高層部の壁面の位置を合

わせ、通りの連続性を確

保 

交差点に接する角地においてオ

ープンスペースを確保し「ゆと

りある空間」を創出 
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【解説】 

 自然・田園部（耳納連山山部地域、東部田園地域、西部田園地域）では、低層のまちなみ

から突出した高さとならないように、高さ 12ｍを越えないよう配慮するものとします。 

  

東部田園地域及び耳納連山山辺地域では、耳納連山を連続してみることができる視点場を、

筑後川と一体となって眺望できる筑後川右岸堤防と JR 久大本線の車窓とし、その眺望を著

しく阻害する建築物・工作物の高さを誘導することとします。 

そのために、その眺望を確保する範囲内（高良山から鷹取山）の建築物・工作物の高さ

は、背景となる耳納連山の標高 100m 以上の山の緑を遮らないよう、視点場と標高 100ｍの

地点を結ぶラインを越えないこととし、屏風状に連なる山の緑の眺望の連続性を確保しま

す。 

  

周辺市街地地域内の田主丸地域については、JR 久大本線の車窓から見る耳納連山の眺望を

守っていくために、その眺望を確保する範囲内（高良山から鷹取山）の建築物・工作物の

高さは、背景となる耳納連山の標高 100m 以上の山の緑を遮らないよう、視点場と標高 100

ｍの地点を結ぶラインを越えないこととし、屏風状に連なる山の緑の眺望の連続性を確保

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：耳納連山山辺地域、東部田園地域、西部田園地域】 

□１ 低層のまちなみから突出した高さとならないよう配慮すること。 

【対象となる地域区分：耳納連山山辺地域、東部田園地域】 

□２ 筑後川堤防から筑後川と耳納連山が一体となった眺望を阻害しない高さに努める

こと。 

□３ JR 久大本線から耳納連山の眺望を阻害しない高さに努めること。 

【対象となる地域区分：周辺市街地地域】 

□４ 田主丸地域については、JR 久大本線から耳納連山の眺望を阻害しない高さに努め

ること。 
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＜高さの検討フロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP1：自然・田園部（耳納連山山辺地域、東部田園地域、西部田園地域）及

び周辺市街地地域の田主丸地域においては、高さ 12m を越えないよう配

慮する。 

STEP２：建築物・工作物の高さは、視点場と耳納連山の標高 100 m の地点を結

ぶラインを越えないものとする（資料作成・添付が必要）。 

※視点場…① 筑後川右岸堤防(東部田園地域のみ) 

② JR 久大本線の車窓(耳納連山山辺地域、東部田園地域、周辺市街

地地域の田主丸地域) 

STEP３：久留米市景観審議会にて協議 

東部田園地域 

耳納連山山辺地域 

周辺市街地地域(田主丸地域) 

高さが 12ｍを超える場合 

西部田園地域 

色彩に配慮し、できる限り周囲の

景観に調和するように配慮を行う 
適合 

高さが 12m 以内の場合 

適合 

ラインを超えない場合 
ラインを超える場合 

適合 

色彩や緑化等により眺望を保全する措置を行い、 

良好な眺望を阻害しないものとして景観審議会で認められたもの 
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耳納連山の 

標高 100m 

視点場② 

（JR 久大本線の車窓） 

視点場① 

（筑後川右岸堤防） 

眺望確保の高さのライン 

視点場① 

（筑後川右岸堤防） 

視点場② 

（JR 久大本線の車窓） 

耳納連山の 

標高100mライン 

眺望確保の高さのライン 

STEP２：眺望確保イメージ 

＜視点場の高さＤの設定＞ 

視点場①（筑後側右岸堤防） 

：筑後川堤防道路の標高＋1.5m 

視点場②（JR 久大本線の車窓） 

：JR 久大本線の標高＋2.6m 
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STEP２における、視点場からの眺望確保ができる高さ（参考値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御井駅 

JR 久大本線 

筑後川右岸堤防 

筑後川右岸堤防 

JR 久大本線 

右岸堤防から 250m まで 
 最高高さ：12m 

右岸堤防から 500m まで 
 最高高さ：23m 

右岸堤防から 1000m まで 
 最高高さ：38m 

久大本線から 250m まで 
 最高高さ：20m 

久大本線から 500m まで 
 最高高さ：31m 

右岸堤防から 250m まで 
 最高高さ：15m 

右岸堤防から 500m まで 
 最高高さ：17m 

※最高高さは、参考値として記載しているため、 

詳細については、算定式（P12 参照）により 

その都度、算出するものとする。 

右岸堤防から 1000m まで 
 最高高さ：27m 

右岸堤防から 1500m まで 
 最高高さ：37m 

久大本線から 250m まで 
 最高高さ：17m 

久大本線から 500m まで 
 最高高さ：28m 

久大本線から 1000m まで 
 最高高さ：36m 

善導寺駅 

筑後草野駅 

右岸堤防から 250m まで 
 最高高さ：12m 
右岸堤防から 500m まで 
 最高高さ：16m 

右岸堤防から 1000m まで 
 最高高さ：24m 

右岸堤防から 1500m まで 
 最高高さ：34m 

右岸堤防から 
250m まで 
 最高高さ：12m 

右岸堤防から 
500m まで 
 最高高さ：12m 

右岸堤防から 
1000m まで 
 最高高さ：20m 

右岸堤防から 
1500m まで 
 最高高さ：27m 

右岸堤防から 
2000m まで 
 最高高さ：35m 

右岸堤防から 250m まで 
 最高高さ：12m 
右岸堤防から 500m まで 
 最高高さ：15m 

右岸堤防から 1000m まで 
 最高高さ：23m 

右岸堤防から 1500m まで 
 最高高さ：31m 

右岸堤防から 2000m まで 
 最高高さ：40m 

田主丸駅 

右岸堤防から 250m まで 
 最高高さ：12m 
右岸堤防から 500m まで 
 最高高さ：16m 

右岸堤防から 1000m まで 
 最高高さ：23m 

右岸堤防から 1500m まで 
 最高高さ：31m 

右岸堤防から 2000m まで 
 最高高さ：39m 

右岸堤防から 250m まで 
 最高高さ：12m 

右岸堤防から 500m まで 
 最高高さ：16m 右岸堤防から 1000m まで 

 最高高さ：24m 

右岸堤防から 1500m まで 
 最高高さ：32m 

右岸堤防から 2000m まで 
 最高高さ：39m 

久大本線から 250m まで 
 最高高さ：14m 

久大本線から 500m まで 
 最高高さ：20m 

久大本線から 1000m まで 
 最高高さ：30m 

久大本線から 250m まで 
 最高高さ：17m 

久大本線から 500m まで 
 最高高さ：27m 

久大本線から 250m まで 
 最高高さ：17m 

久大本線から 250m まで 
 最高高さ：24m 

久大本線から 250m まで 
 最高高さ：17m 

久大本線から 500m まで 
 最高高さ：24m 

久大本線から 250m まで 
 最高高さ：15m 

久大本線から 500m まで 
 最高高さ：22m 

久大本線から 1500m まで 
 最高高さ：27m 

久大本線から 1000m まで 
 最高高さ：36m 
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【解説】 

 まちの背景として緑の屏風のように連なる耳納連山の魅力を後世まで継承するために、

稜線や山並が乱されないよう、耳納連山の標高１００ｍ以上の範囲については、風力発電

施設の高さは１５ｍ以下とすること。 

 

 

【対象となる地域区分：耳納連山山辺地域】 

□５ 耳納連山の標高１００ｍ以上の範囲については、風力発電施設の高さは１５ｍ以

下とする。 

× 
風力発電施設により

稜線や山並が乱され

ないよう高さを抑え

る。 
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【□１ 解説】 

 建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合には、周辺のまちなみとの調和に配慮し、

まちなみに調和しない奇抜なデザインとならないよう努めること。 

 

【□２ 解説】 

 屋根の形状や屋上に設置される設備機器や塔屋、屋外広告物などは、出来るかぎり建 

築物と一体的なデザインとすることで、建物全体としてまとまりのある形態とし、統一 

感のあるスカイラインを創出します。屋上に設置する施設については、出来るかぎり通 

りから見えない位置に配置したり、壁面を立ち上げたり（パラペット）、ルーバーなど 

の目隠し措置を講じ、建築物などと一体的なデザインとすることで統一感のあるスカイ 

ラインを創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：全 域（京町周辺景観重点地区を除く）】 

□１ 周辺のまちなみとの調和に配慮し、奇抜なデザインとならないように努めること。 

□２ 屋根や屋上の建築設備、屋外広告物は、建築物本体と一体的なデザインとするこ

となどにより、統一感のあるスカイラインの創出に配慮すること。 

□３ 長大な壁面となる場合は、圧迫感の軽減を図るとともに、適度な分節化を行うな

どにより単調な壁面とならないよう配慮すること。 

壁面が工夫され塔屋を 

目立たなくしている 

建築物本体と一体的にデ

ザインされた屋外広告物 

屋上施設をルーバー等により

修景し、建築物と一体的なデ

ザインとする 
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【□３ 解説】 

 大規模な建築物の長大な壁面や大面積の壁面は、その壁面の印象が平滑・単調なものと 

なり圧迫感を与えないように、陰影効果を考慮した表面の形状や素材などの工夫や適度な 

分節化などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開口部の意匠や素材を工夫

し、壁面を凹凸あるデザイン

とすることにより、陰影効果

で圧迫感を軽減 

 

大規模な壁面をガラス面など

で分節化することにより、圧

迫感を軽減 
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【□４ 解説】 

 建築物等の壁面は、商業地としての賑わいを演出する重要な部位である反面、まちなみ 

としての秩序を創りだす上での重要な部位でもあるため、建築物等のファサード（建築物 

の正面の外観）は、周囲にあった色彩やデザイン、素材などにより周辺の建築物等との調 

和を図り、連続性のある統一感のあるまちなみを創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：中心市街地地域】 

□４ 建築物等のファサード（建築物の正面の外観）は、周辺との調和を図るなど連続

性のある景観の創出に配慮すること。 

□５ 商業系施設の低層部は、ショーウィンドーやカフェテラス、ギャラリー等により

賑わいを演出し、歩行者に楽しさや快適さを与えるよう配慮すること。 

□６ 商業系施設のシャッターは、透過性のあるものとし、閉店後のまちなみにも配慮

すること。 

□７ 敷地内のオープンスペースが魅力的に利用されるよう、低層部と外構デザインに

配慮すること。 

ファサードの色彩やデザインを統一し、 

連続性のあるまちなみを創出 
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【□５ 解説】 

中心市街地地域における商業系施設の低層部は、出来るかぎりショーウィンドーやギャ

ラリー等による店舗内の賑わいや活動がうかがえる形態意匠とし、歩行者に賑わいや楽し

さを与える空間を創出します。 

また、店先には敷地の規模に応じ適度な｢ゆとりある空間｣を確保し、利用者がゆっくり

と休んだりしながら買い物等ができる憩いの場を創出するためカフェテラスやベンチ等の 

設置を行い、魅力的な空間演出を図り、賑わいを創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 壁面後退によるオープンスペースに 

カフェテラスを設置し、憩いの場を創出 

ショーウィンドーによる賑わいの創出 
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【□６ 解説】 

中心市街地地域においては、夜間の賑わいの演出も必要であるため、商業系施設のシャ

ッターは、パイプシャッターなどを用い透過性のあるものとし、閉店後の夜間のまちなみ

にも配慮し、夜間の賑わいの演出を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【□７ 解説】 

中心市街地地域においては、壁面後退などによる敷地内のオープンスペースを魅力的に

利用出来るように、オープンスペースでの植栽の設置や憩いの場の創出、道路等の公共施

設と一体的な空間の確保など低層部と外構デザインに配慮し、賑わいを創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パイプシャッターを設置し、 

閉店後の夜間の賑わいを演出 

道路 民地 

オープンスペースでの植栽の設置や歩

道と一体的な空間の確保を行い、魅力的

な空間を創出 

外構のデザインを考慮し、植栽帯をベン

チとしても使用できるように設置し、魅

力ある空間を創出 
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【□１ 解説】 

景観全体を良好にするには、まちなみの色彩に連続性や共通性を持たせるため、周辺の

まちなみや自然との調和に配慮し、外壁の色彩は、多くの建築物等の基調色となっている

低彩度の色彩を基調とします。 

また、色彩を組み合わせる場合には、類似調和を基本とした統一感のある配色に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：全 域（京町周辺景観重点地区を除く）】 

□１ 周辺のまちなみや自然との調和に配慮し、外壁の色彩は、低彩度の色彩を基調と

し、色彩を組み合わせる場合には、統一感のある配色になるよう努めること。 

□２ 明度は、周辺のまちなみや自然との調和に配慮すること。 

【対象となる地域区分：耳納連山山辺地域、東部田園地域、西部田園地域】 

□３ マンセル値により 

R 系、YR 系、Y 系は彩度４を、 

GY 系、G 系、BG 系、B 系、PB 系、P 系、RP 系は彩度２を 

超える色彩を使用しないこと。 

【対象となる地域区分：中心市街地地域、周辺市街地地域】 

□４ マンセル値により 

R 系は彩度６を、 

YR 系、Y 系は彩度４を 

GY 系、G 系、BG 系、B 系、PB 系、P 系、RP 系は彩度２を 

超える色彩を使用しないこと。 

建築物、工作物の色彩検討については、『久留米市色彩ガイドライン』（市ホームページ

よりダウンロード可能）の色彩検討の配慮事項等に基づいた検討に努めてください（P.21

～24 に部分抜粋）。 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2070machi/3070keikan/files/sikisaigaidorain.pdf


２．景観形成基準の解説 （４）色彩  

久留米市景観計画届出の手引き（基準編） 
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参考：「久留米市色彩ガイドライン」P.5～８抜粋 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2070machi/3070keikan/files/sikisaigaidorain.pdf
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【□２、□３、□４ 解説】 

明度については、周辺のまちなみや自然と調和するように周辺と不調和な極端に明る

い色彩や暗い色彩の使用を避けます。 

彩度については、建築物や工作物等の基調となる色彩について、四季を通じて周辺の

自然、田園環境やまちなみと調和した色彩とするため、景観の中でよく目立ち、突出して

見える高彩度色の使用を制限します。 

 

 

 

『久留米市色彩ガイドライン』（市ホームページよりダウンロード可能）にて、地域区分

ごとのおすすめの色の範囲を記載しています（P.27～31 に部分抜粋）。 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2070machi/3070keikan/files/sikisaigaidorain.pdf
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（色彩基準の適用除外） 

以下の①～③に該当する場合は、久留米市景観計画の色彩基準の適用が除外されます。 

 

 ① 外壁各面の２０％程度まで  

建築物等のデザインの自由度を妨げないよう、久留米

市景観計画の色彩誘導の範囲は、景観上影響の大きい「基

調色」の範囲までとし、色彩基準の適用除外範囲は外壁

各面の２０％程度（京町周辺景観重点地区の場合は１

０％程度）までとします。 

ただし、中心市街地地域及び中心市街地地域に隣接す

る都市計画の商業地域においては、色彩基準の適用除外

範囲は外壁各面の４０％程度までとします（下図の通り）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 周辺の調和に配慮した自然素材や伝統的工法の素材の色  

経年変化により風格ある穏やかな色調に変化する自然素材及び、朱色の欄干や緑青色の

屋根など歴史・文化の継承が求められる建築物、工作物等に用いられる伝統的工法の素材

の色は適用除外とします。 

 

 ③ 久留米市景観審議会の意見等を聞き、市長が景観形成上支障がないと認める場合  

市全体の良好な景観形成の面から重要な位置づけがなされ、周辺と異なる色彩とするこ

とに市民の理解が得られるようなランドマーク的な建築物、工作物等については、久留米

市景観審議会等の意見を聞き、市長が景観形成上支障がないと認める場合、適用除外とし

ます。 
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１．耳納連山山辺地域のおすすめの色 
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２．東部田園地域のおすすめの色 
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３．西部田園地域のおすすめの色 
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４．中心市街地地域のおすすめの色 
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５．周辺市街地地域のおすすめの色 
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【解説】 

まちの背景として緑の屏風のように連なる耳納連山の魅力を後世まで継承するために、

稜線や山並が乱されないよう、耳納連山の標高１００ｍ以上の範囲については、風力発電

施設の色彩は、極端に明るい色彩や暗い色彩の使用を避け、低彩度の色彩とします。 

 

【対象となる地域区分：耳納連山山辺地域】 

□５ 耳納連山の標高１００ｍ以上の範囲については、風力発電施設の色彩は周囲の景

観と調和したものとする。 

『久留米市色彩ガイドライン』（市ホームページよりダウンロード可能）にて、東部田園

地域のおすすめの色の範囲を記載しています（P.27 に部分抜粋）。 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2070machi/3070keikan/files/sikisaigaidorain.pdf
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【解説】 

建築物の低層部は、賑わいを演出するために以下のような配慮を行ったアクセント色の

活用を行います。 

 

 ① 建築物のアクセント色は、低層部の外壁の色とのバランスに配慮する  

景観は、何かを背景として対象を見る場合が多く、

この時の背景を「地」、対象を「図」といいます。「図」

となるアクセント色は、その周りの「地」となる控え

めな色との対比によって、美しく効果的に見せること

ができます。 

そこで、低層部の外壁の色彩は、穏やかな色彩をベ

ースにした上で、色の面積や彩度の対比に配慮したア

クセント色を用いましょう。 

 

 

 ② 建築物の形態や機能に合わせてアクセント色を使用する  

アクセント色は、庇、扉、窓枠、出入口等、建築物

の形態や機能に合わせて用いることで、建築物本来の

色の一部として感じることができ、形態の中で強調す

べきポイントを明確にすることで、違和感のない印象

を与えることができます。 

 

 

 

 ③ 季節や目的の変化に合わせてアクセント色を変更可能にする  

鮮やかなアクセント色は、最初は印象的に見えても、

時間と共に色褪せ、効果が薄れてきます。賑わいの演

出の目的は、季節や毎年恒例のイベントなど、様々な

ものが考えられ、それにあったアクセント色に変更で

きるようにすることも賑わいづくりに有効です。 

テント、フラッグ（のぼり）、パラソルなど、変更が

容易な要素を建築物との関係に配慮しながら、配置す

ると煩雑感も抑えられ効果的です。

【対象となる地域区分：中心市街地地域】 

□６ 低層部はアクセント色の工夫により賑わいの創出に配慮すること。 

落ち着いた色の外壁にアクセント色を用いた例 

出入口の形態に合わせてアクセント色を用いた例 

整然と連続させたフラッグにアクセント色を用いた例 
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【□１ 解説】 

屋外階段やバルコニー等は、建築物本体と同系色にしたり、同系色のルーバーで覆うこ

となどにより建築物本体との調和に配慮し、統一感のあるデザインとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【□２ 解説】 

受水槽や室外機、配管設備等は、出来るかぎり道路や筑後川等の公共空間から見えない

位置に設置するように配慮します。 

やむを得ず露出する場合は、建築物と調和するような形態や建築物本体と同系色にする

などの配慮や囲いを設けるなどにより建築物全体との調和を考えた修景を行い、建築物全

体と調和させます。 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：全 域（京町周辺景観重点地区を除く）】 

□１ 屋外階段やバルコニー等は、建物本体との調和に配慮すること。 

□２ 受水槽や室外機、配管設備等は、道路や筑後川等の公共空間から見えない位置に

設置するよう配慮すること。 

やむを得ず露出する場合は、建築物全体との調和に配慮すること。 

屋外階段やバル

コニー等の色彩

を建築物本体と

同系統にする。 

屋外階段を同系

色のルーバーで

覆うことにより

建築物本体と調

和させる。 

配管を外壁と同系色とし、 

建築物全体と調和させる。 

建築物と同系色の囲いを設け、 

建築物全体と調和させる。 
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【解説】 

敷地周囲の自然、田園環境や良好な住環境との調和を図るために、建築物、工作物の敷

地周囲は、生垣等の緑化による修景を行い、周辺の環境との調和を図り、潤いある景観を

創出します。 

特に沿道沿いの大型施設等については、連続する塀や柵を設置すると圧迫感を与えるた

め、出来るかぎり生垣等の緑化に配慮し、潤いある景観を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

本市を代表する雄大な筑後川、屏風のような耳納連山、広大に広がる田園への眺望に配

慮し、建築物、工作物の周辺に緑化による修景を行い、良好な眺望の保全を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：全 域（京町周辺景観重点地区を除く）】 

□１ 敷地周囲は、生垣等の緑化に配慮すること。 

【対象となる地域区分：耳納連山山辺地域、東部田園地域、西部田園地域】 

□２ 筑後川や耳納連山、田園などの眺望に配慮して緑化による修景に配慮すること。 

敷地周囲に生垣や植栽を設置することにより、周辺

環境との調和を図る。 

沿道沿いの大型施設等については、連続する植栽

を設置し、連続した潤いある景観を創出する。 

耳納連山への眺望に配慮した植栽の設置 筑後川の眺望に配慮した植栽の設置 
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【□３ 解説】 

中心市街地地域における壁面後退など

によるオープンスペースには、植栽など

による緑化を図り、魅力ある憩いの空間

を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【□４ 解説】 

 駐車場を設置する場合には、通りに面

する箇所には緑化による修景を行い、通

りから駐車場が見えないよう配慮を行い、

魅力あるまちなみの連続性の確保を行い

ます。 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：中心市街地地域】 

□３ オープンスペースでの緑化に配慮すること。 

□４ 駐車場を設置する場合は、周囲の緑化に配慮すること。 

□５ 塀や柵は、できる限り開放性のあるものとし、閉鎖的にならないよう配慮するこ

と。 

オープンスペースに植栽を設置

し、憩いの空間を創出 

駐車場の周辺に植栽を設置し、

歩行者から駐車場が見えないよ

う配慮 
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【□５ 解説】 

 敷地周辺の塀や柵は、ブロック塀などにより閉鎖的にならないように生垣や見通し可能

なフェンス、ルーバーなどを使用し、出来る限り開放性のあるものとし、魅力的な開放的

な空間を創出します。 

 

 

 

 

 

植栽により開放性のあるもの

とし、圧迫感を軽減している。 

機械式駐車場を生垣により開

放性のあるものとし、圧迫感

を軽減している。 
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【解説】 

工場等の大規模な建築物等については、圧迫感の軽減や住環境との調和を図るために道

路等の公共空間からの眺望に配慮し、高木の設置や法面緑化などによる修景を行い、潤い

ある景観を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：周辺市街地地域】 

□６ 工場等は、道路等の公共空間からの眺望に配慮し、緑化による修景に配慮するこ

と。 

道路等の公共空間からの眺望

に配慮し、高木を設置し、周

囲の田園景観と調和させてい

る。 

敷地周辺に法面緑化や植栽に

より工場等の大規模な建築物

の圧迫感を軽減している。 
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【解説】 

建築物や工作物にライトアッ

プ等を行う場合には、出来るかぎ

り点滅照明やネオン管の使用を

避け、周囲の自然田園環境に配慮

した明るさとして、周囲の自然田

園環境と調和させます。 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：耳納連山山辺地域、東部田園地域、西部田園地域】 

□１ ライトアップ等を行う場合は、周囲の自然田園環境に配慮すること。 

点滅照明やネオン管を避け、周囲の自然田園環境に配慮した明

るさとする。 
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【□２ 解説】 

中心市街地地域では、歩行空間を演出して

夜間の賑わいを創出するよう、歩く楽しさを

感じられる照明施設の配置や落ち着いた配光

への配慮や室内から漏れる光を意識したショ

ーウィンドー等の設置により、魅力ある夜間

景観を創出します。 

敷地内の歩行空間に設置する照明は、道路

照明と調和のとれたものとし、夜間景観を演

出する照明は、温かみのある色温度３,０００

ケルビン程度の光源を用います。 

 

 

 

 

 

【□３ 解説】 

中心市街地地域では、夜間の広告物において点滅照明やネオン管、デジタルサイネージ

などの使用を避け、出来るかぎり外照式の間接照明等の使用や文字などに限定した内照式

の照明などを用いて品格ある夜間景観の演出を行い、歩行者が快適に歩行できる魅力ある

空間を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：中心市街地地域】 

□２ 歩行空間を演出する照明施設やショーウィンドー等により、魅力ある夜間景観の

創出に配慮すること。 

□３ 夜間広告は、間接照明等を用いて品格ある夜間の演出に配慮すること。 

歩く楽しさを感じられる照明施

設の配置や落ち着いた配光によ

り魅力ある夜間景観を創出 

ショーウィンドウを設置し、

室内から漏れる光で賑わいを

演出 

文字に限定した照明とし、落

ち着いた夜間照明としてい

る。 

間接照明とし、落ち着いた夜

間照明としている。 
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【解説】 

建築物や工作物にライトアップ等を行う場合には、出来るかぎり点滅照明やネオン管の

使用を避け、周囲の居住環境に配慮した明るさとして、周囲の居住環境と調和させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：周辺市街地地域】 

□４ ライトアップ等を行う場合は、周囲の居住環境に配慮すること。 

点滅照明やネオン管を避け、

周囲の居住環境に配慮した明

るさとする。 
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－① 位置（配置）－ 

 

【□１ 解説】 

 

 

 

 

 

 

 

【□２、□３ 解説】 

 

 

 

 

 

 

 

 

－② 高さ－ 

 

【解説】 

 

 

 

 

 

 

 

□１ 道路等の公共空間にゆとりを感じさせるように建築物・工作物の位置に配慮する

こと 

□２ 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の際に設定される視点場からの眺望を阻

害しないよう努めること 

□３ 筑後川に面する建築物等は、筑後川の眺望を確保できるように筑後川の河川区域

から後退するよう配慮すること 

□１ 中低層のまちなみから突出した印象を与えない高さに努めること 

道路際に建築物を配
置すると、道路にい
る人に圧迫感や威圧
感を与えます。 

 

敷地境界からゆとりを
持って建築物を配置
し、植栽等を設置する
よう配慮しましょう。 

出来る限り河川
区域境界から後
退し、植栽等を
設置して筑後川
の良好な景観を
確保しましょ
う。 

視点場からの眺
望を阻害しない
ように、建築物
の位置や、緑化
による修景に努
めましょう。 

●５階建て以上を建てる場合

突出した印象を与えないよ

うな景観上の配慮をして頂

いたうえで、景観審議会で

協議させて頂きます。 

中低層のまちなみ
から突出した印象
を与えない高さ（4
階建て以下）に努め
ましょう。 
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－③ 形態・意匠－ 

 

【□１ 解説】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【□２ 解説】 

（※「２．景観形成基準の解説 （３）形態・意匠」（P.15-16）を参照） 

 

 

－④ 色彩－ 

 

【□１、□２、□３、 解説】 

 

 

 

 

 

 

 

※適用除外については、「２．景観形成基準の解説 （４）色彩」（P.26）を参照 

□１ 歴史的な建造物等との調和に配慮したデザインとするよう努めること 

□２ 長大な壁面となる場合は、圧迫感の軽減を図るとともに、適度な分節化を行うな

どにより単調な壁面とならないよう配慮すること 

□１ 歴史的な建造物や自然との調和に配慮し、外観の色彩は、低彩度の色彩を基調と

し、色彩を組み合わせる場合には統一感のある配色になるよう努めること 

□２ 明度は歴史的な建造物や自然との調和に配慮すること 

□３ マンセル値によりＲ、ＹＲ、Ｙ系は彩度３を、 

ＧＹ、Ｇ、ＢＧ、Ｂ、ＰＢ、Ｐ、ＲＰ系は彩度１を超える色彩を使用しないこと 

奇抜な形状
の 建 築 物
が、まちな
みの雰囲気
を壊してし
まいます。 

歴史的な建造
物等と調和し
たデザインが
一体的な美し
いまちなみを
形成します。 

周辺と調和を図った色彩が、まちなみ
の雰囲気を良好にします。 

派手な建築物が、まちなみの雰囲気を
壊してしまいます。 
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－⑤ 屋外設備等－ 

 

【□１、□２ 解説】 

（※「２．景観形成基準の解説 （５）形態・意匠」（P.34）を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

－⑥ 緑化・外構－ 

 

【□１ 解説】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【□２ 解説】 

（※「２．景観形成基準の解説 （６）緑化・外構」（P.38）を参照） 

□１ 屋外階段やバルコニー等は、建物本体との調和に配慮すること 

□２ 受水槽や室外機、配管設備等は、道路や筑後川等の公共空間から見えないよう配

慮すること 

□１ 塀、垣、柵等を設ける場合は、歴史的な建造物や自然との調和に配慮した生垣、

板塀、土塀等の設置に努めること。ただし、やむを得ず道路等の公共空間に面し

てブロック塀を設ける場合は、高さや意匠などの修景に工夫するよう努めること 

□２ 工場等は、道路等の公共空間からの眺望に配慮し、緑化による修景に配慮すること 

コンクリートブロック塀より
も、生垣や板塀、土塀を設置
することで、歴史的な建造物
と調和したまちなみをつくる
ことが出来ます。 

●補助制度があります 

生垣、板塀、土塀を設置

する場合は、補助制度が

活用できます。詳しくは

都市計画課までお問合せ

ください。 

 

屋外設備を道路から見え
る場所に置くと、建築物の
印象を壊してしまうこと
があります。 

屋外設備は道路から
見えにくい位置や、植
栽等で見えにくくし
ましょう。 
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－⑦ 夜間照明－ 

 

【解説】 

（※「２．景観形成基準の解説 （７）夜間照明」（P.41）を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－⑧ 屋外広告物－ 

 

【□１、□２、□３ 解説】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□１ ライトアップ等を行う場合は、周囲の居住環境に配慮すること 

□１ 広告物を掲出する場合は、奇抜な形状を避け、歴史的な建造物等と調和したデザ

インや低彩度の色彩となるよう努めること 

□２ 窓面利用の広告物・広告幕の掲出は避けるよう努めること 

□３ 点滅する光源、サーチライト等の強い光を発するものは避けるよう努めること 

建築物や工作物にライト

アップを行う場合は、点滅

照明やネオン管の使用を

避け、居住環境に配慮した

明るさにしましょう。 

広告物の形状や色は、
歴史的な建造物など
と調和したデザイン
にしましょう。 

広告物の照明は、点
滅照明やサーチライ
ト、デジタルサイネ
ージ等の使用を避
け、間接照明などの
落ち着いた照明にし
ましょう。 
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【＜法面＞解説】 

 開発行為による大規模な形質の変更を行う場合には、造成後の長大な法面による圧迫感

を軽減するために、出来る限り原状の地形や植生を活かして長大な法面を作らない造成計

画となるよう配慮します。 

やむを得ず長大な法面を作る場合

は、法面を分割するなどのできるだ

け周囲と調和するような構造及び形

態とします。また、高さを抑え緩や

かな勾配とし、法尻、法肩を丸みに

よってなだらかに仕上げるラウンデ

ィングを行うなどをして自然の地形

に出来る限りなじむようにして圧迫

感を軽減させます。 

また、必要に応じて法面を緑化し

て周辺のまちなみや自然環境と調和

させます。 

 

 

【対象となる地域区分：全 域（京町周辺景観重点地区含む）】 

長大な法面または擁壁が生じないよう配慮すること。ただし、やむを得ない場合は、

次のような配慮をすること 

＜法面＞ 

□ 出来るだけ周囲と調和する構造及び形態とし、出来る限り緩やかな勾配で長大とな

らないよう配慮し、またラウンディングを行うなどして圧迫感を軽減させるよう配

慮すること。また、必要に応じて緑化するなど周辺の景観と調和するように配慮す

ること 

＜擁壁＞ 

□ 構造、形態、意匠及び素材等の工夫により圧迫感を軽減するよう配慮し、必要に応

じて緑化するなど周辺の景観と調和するよう配慮すること 

法面を緩やかな勾配とし、緑

化する。 

法面を分割し、緩やかな勾配

とし、ラウンディングを行い、

自然の地形に馴染ませる。 
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【＜擁壁＞解説】 

開発行為による大規模な形質の変更を行う場合には、造成後の長大な擁壁による圧迫感

を軽減するために、出来る限り原状の地形や植生を活かして長大な擁壁を作らない造成計

画となるよう配慮します。 

やむを得ず長大な擁壁を作る場合は、擁壁を分割するなどのできるだけ周囲と調和する

ような構造及び形態とします。 

また、擁壁の素材にはコンクリートではなく、自然石などを使用し周辺の自然環境や生

態系に配慮します。やむを得ずコンクリート製品を使用する場合には、表面の仕上げを自

然石にしたり、草木が植栽可能な構造とし、周辺のまちなみや自然環境と調和させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草木が植栽できる構造・製品

を使用。 

擁壁を分割して周囲と調和さ

せる。 
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【□１ 解説】 

 行為地においては、その敷地周辺

を緑化することにより周囲から眺望

に配慮します。 

 

 

 

 

 

 

【□２ 解説】 

 土地の開墾等を行う場合には、長大な法面または、擁壁が生じないよう配慮します 

（※「２．景観形成基準の解説 （９）開発行為」（P.46-47）を参照） 

 

 

【□３ 解説】 

行為終了後は、周辺の植生を調査し、周辺環境に影響のない樹種（地域に従前から多く

生息する樹種、在来種）を選定した緑化に配慮します。 

また、同一樹種ではなく様々な樹種の組合せや低木・地被植物等の組合せによって四季

の感じられる緑豊かな景観形成に配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる地域区分：全 域（京町周辺景観重点地区含む）】 

□１ 敷地周辺の緑化により、周囲からの遮蔽に配慮すること 

□２ 長大な法面または、擁壁が生じないよう配慮すること 

□３ 行為終了後は、周辺の植生と調和した緑化に配慮すること 

行為地の敷地周辺を緑化し、周

囲からの眺望を保全します。 

周辺の緑化を行う場合は、周辺

環境に影響のない樹種を組み合

わせ植樹します。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「久留米市景観計画届出の手引き（基準編）」 

問合せ先：久留米市 都市建設部 都市計画課 

TEL ：0942-30-9083 

FAX ：0942-30-9714 

Mail：toshikei@city.kurume.lg.jp 


